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業務粗利益 （単位：千円）

平成29年度
資 金 運 用 収 支

資 金 運 用 収 益
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 収 支
役 務 取 引 等 収 益
役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 収 支
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 業 務 費 用

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率

1,691,756
1,745,201

53,445
30,667

155,464
124,797
34,445
35,080

634
1,756,869

1.31％

1,799,109
1,870,998

71,889
37,984

157,152
119,168

△ 175,147
40,221

215,368
1,662,236

1.26％

平成28年度

（注）1.「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用（平成28年度290千円、平成29年度238千円）を控除して表示しております。
（注）2. 業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100

資金運用収支の内訳
平均残高（百万円） 利息（百万円） 利回り（％）

平成29年度 平成29年度 平成29年度
資 金 運 用 勘 定

う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金
う ち 有 価 証 券

資 金 調 達 勘 定
う ち 預 金 積 金
う ち 借 用 金

133,238
51,170
33,332
46,577

125,341
124,508

1,400

平成28年度
1,745

923
45

749
53
53
－

平成28年度
1.30
1.80
0.13
1.60
0.04
0.04

－

131,057
53,549
29,674
46,201

122,974
122,074

1,400

1,870
1,009

42
795
71
71
0

1.42
1.88
0.14
1.72
0.05
0.05
0.03

平成28年度

利　鞘 （単位：％）

平成29年度
資 金 運 用 利 回
資 金 調 達 原 価 率
総 資 金 利 鞘

1.30
1.13
0.17

1.42
1.20
0.22

平成28年度

受取・支払利息の増減 （単位：百万円）

平成29年度
残高による
増減

利率による
増減 純増減

受 取 利 息
う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金
う ち 有 価 証 券

支 払 利 息
う ち 預 金 積 金
う ち 借 用 金

△ 32
△ 43

4
6
1
1

－

△ 97
△ 42
△ 2

△ 53
△ 19
△ 19

△0

△ 130
△ 86

2
△ 46
△ 18
△ 17

△0

△ 3
△ 16

12
0
2
2

－

△ 64
△ 39
△ 22
△ 2
△ 8
△ 7
△ 0

△ 68
△ 55
△ 10
△ 2
△ 6
△ 5
△0

平成28年度
残高による
増減

利率による
増減 純増減

※残高及び利率の増減要因に重なる部分は、両者の増減割合に応じて按分しております。

利益率 （単位：％）

平成29年度
総 資 産 経 常 利 益 率 0.11

0.09
0.29
0.23総 資 産 当 期 純 利 益 率

平成28年度

（注）
経常（当期純）利益

総資産経常（当期純）利益率＝　───　×100
総資産（債務保証見返を除く）平均残高

（注）資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高（平成28年度500百万円、平成29年度566百万円）及び利息（平成28年度290千円、平成29年度
　　　238千円）をそれぞれ控除して表示しております。

主要な業務の状況を示す指標
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役職員の報酬体系について
1. 対象役員

（単位：百万円）
区　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 83

（3）その他

2. 対象職員等

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対
する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の
対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

（1）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】

非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞ
れの支払総額の最高限度額を決定しております。

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度
の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞
与額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っ

ております。
なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めて

おります。
a. 決定方法　　b. 算定基準　　c. 支払手段及び時期

（2）平成29年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）1. 対象役員に該当する理事は5名、監事は1名です。（期中退任者および期中に理事、監事に就任した者も含む）
（注）2. 上記の内訳は、「基本報酬」 61百万円、「賞与」 12百万円,「退職慰労金」 9百万円となっております。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計
額です。

（注）3. 使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の
業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平
成24年3月29日付金融庁告示第22号）第3条第1項第3号及び第5号に該当する事項はありませんでした。

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、
対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を
与える者をいいます。

なお、平成29年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
（注）1. 対象職員等には、期中退職者、および期中に非常勤役員を退任、就任した者も含めております。
（注）2.「同等額」は 、平成29年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
（注）3. 平成29年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。
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